
様式第八号の二（第十七条の二関係）〔兼従業者証明書交付申請書〕 （№　　　　）
 
【業者欄】

本店 TEL/FAX

支店 TEL/FAX

(    )  

(    )  

(    )  

(    )  

【従業者欄】
(フリガナ) 従業者証明 宅地建物取引士の 就業期間
氏　　名 書有効期間 場合登録番号 (西暦で記入)

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

男
　　・　・　

　　 知事
　　・　　・　

～ ～
女

　　・　・　 第　　　  　号 　　・　　・　

(改　Ｈ29.4.1）

  ・　 ・　

備　　　　　　　　　　考
明書番号

  ・　 ・　

  ・　 ・　

  ・　 ・　

  ・　 ・　

  ・　 ・　

  ・　 ・　

( 　　)第　 　　　　号

　年   月   日から

　年   月   日まで

性別 生年月日
従業者証

 　　従 業 者 名 簿 （兼従業者証明書交付申請書）
免許番号 代表者氏名

有効期間 ②使用人名

大臣  ・  知事

本店所在地

支店所在地

〒     -

〒     -

商号又は名称

支 　店 　名

従業者区分NO.(注2参照)

主たる職務内容

☆ この申請書をもとに所属支部で従業者証明書を作成します。また、本名簿の太字の項目を基に協会又は支部が名簿を作成することがあります。
注１．本従業者名簿兼従業者証明書交付申請書は、業者免許更新の都度新たに作成の上、所属支部に提出して下さい。
　２．「従業者証明書番号」…第１～２桁は雇用された年の西暦年の下２桁、第３～４桁は雇用された月(01～12)、第５桁以下は従業者ごとに重複がないように付した番号を記載して下さい。
　　　「従業者証明書有効期間」…有効期間は５年以下と定められていますが、最長、業者免許の有効期間満了日とし、業者免許更新時に従業者証明書も更新して下さい。（和暦で記載して下さい）

  ・　 ・　

一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会 製
       　                     　代表者・常勤の役員・非常勤の役員・全ての従業員〔受付、秘書、運転手、単に一時的に事務の補助をする者(アルバイト等) も含む〕

　　　「従業者区分№」…①代表者　②政令第２条の２で定める使用人（支店長）　③専任の宅地建物取引士　④その他 の区分を数字で記入して下さい。
　　　「主たる職務内容」…代表者又は役員である場合には役職名を記入し、それ以外の者については、総務、人事、経理、企画、設計、広報、営業 等に区分して記入して下さい。
　　　「就業期間」…上段にこの事務所の従業者となった年月日を、下段にこの事務所の従業者でなくなった年月日を西暦で記入して下さい。
　３．記載事項について変更、訂正等をするときは、変更、訂正等をする前の文字等は、なお読むことができるようにしておいて下さい。
　４．記載すべき事由が発生した場合には、２週間以内に記載し、所属支部に(写)を提出して下さい。また、保存期間は、最終の記載をした日から１０年間です。
　５．従業者証明書の携帯義務 … 宅建業法第４８条に規定（違反時は、監督：業務停止、罰則：50万円以下の罰金）


